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事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係 17 電子決済手段等取引業者関係） 新旧対照表 

改正案 現行 

Ⅱ 電子決済手段等取引業者の監督上の着眼点 

 

Ⅱ－２ 業務の適切性等 

 

Ⅱ－２－３ 事務運営 

 

Ⅱ－２－３－１ システムリスク管理 

 

Ⅱ－２－３－１－３ システム障害等が発生した場合の対応 

コンピュータシステムの障害やサイバーセキュリティ事案の発生を

認識次第、直ちに、その事実を当局宛てに報告を求めるとともに、「障

害発生等報告書」（別紙様式１）にて当局宛て報告を求めるものとする。

ただし、ＤＤｏＳ攻撃事案の場合は「ＤＤｏＳ攻撃事案共通様式」（「サ

イバー攻撃による被害が発生した場合の報告手続等に関する申合せ」

（令和７年５月 28 日関係省庁申合せ（以下、「関係省庁申合せ」とい

う。）） 別添様式１）、ランサムウェア事案の場合は「ランサムウェア事

案共通様式」（関係省庁申合せ 別添様式２）による報告も可能とする。

なお、ランサムウェア事案の報告においては、同様式により個人データ

等の漏えい等の報告を兼ねることも可能であることに留意する（「金融

機関における個人情報保護に関するＱ＆Ａ」参照）。 

また、復旧時、原因解明時には改めてその旨報告を求めることとす

る。ただし、障害原因の解明がされていない場合でも１か月以内に現状

について報告を行うこととする。 

Ⅱ 電子決済手段等取引業者の監督上の着眼点 

 

Ⅱ－２ 業務の適切性等 

 

Ⅱ－２－３ 事務運営 

 

Ⅱ－２－３－１ システムリスク管理 

 

Ⅱ－２－３－１－３ システム障害等が発生した場合の対応 

コンピュータシステムの障害やサイバーセキュリティ事案の発生を

認識次第、直ちに、その事実を当局宛てに報告を求めるとともに、「障

害発生等報告書」（別紙様式１）にて当局宛て報告を求めるものとする。

また、復旧時、原因解明時には改めてその旨報告を求めることとする。

ただし、障害原因の解明がされていない場合でも１か月以内に現状に

ついて報告を行うこととする。 
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改正案 現行 

なお、財務局は電子決済手段等取引業者より報告があった場合は直

ちに金融庁担当課室宛て連絡することとする。 

① ～ ③ （略） 

なお、財務局は電子決済手段等取引業者より報告があった場合は直

ちに金融庁担当課室宛て連絡することとする。 

① ～ ③ （略） 

 


